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第三セクター等改革推進債の概要と留意点につい

て教えてください。

１．第三セクター等改革推進債（以下「三セク債」

という。）をめぐる経緯

第三セクター、地方公社及び公営企業（以下「第

三セクター等」という。）については、「地方公共団

体の財政の健全化に関する法律」（平成１９年法律第

９４号。以下「健全化法」という。）の施行を踏まえ、

早期に抜本的改革に取り組み、将来的な財政負担の

明確化と計画的な削減に取り組むことが求められて

いるところです。

このため、「経済財政改革の基本方針２００８」（平成

２０年６月２７日閣議決定）、「債務調整等に関する調査

研究会」の議論等を踏まえ、「第三セクター等の改革

について」（平成２０年６月３０日付け総財公第１１２号）

において地方公共団体による存廃を含めた第三セク

ター等の抜本的改革を集中的に推進することとされ

ました。これに伴い、第三セクター等の整理又は再

生に伴う債務処理を円滑に実施することができるよ

う、地方財政法の一部改正（平成２１年４月１日施行）

により、三セク債を発行できるようにしたものです。

なお、これは平成２１年度から平成２５年度までの時

限措置となっています。

２．三セク債の概要

三セク債は、上記改正により新たに設けられた地

方財政法（昭和２３年法律第１０９号。以下「地財法」と

いう。）第３３条の５の７を根拠としています。

すなわち、

①公営企業の廃止

②土地開発公社の解散又は業務の一部の廃止

③損失補償を行っている法人等の解散又は事業の

再生

に取り組む地方公共団体において、当該取組が当該

地方公共団体の将来の財政の健全な運営に資すると

認められる場合に、発行することができると定めら

れています。（第１項）

①公営企業の廃止とは、当該地方公共団体、地方

公共団体の組合又は地方開発事業団が当該公営企業

に係る事業を行わないこととして当該公営企業に係

る特別会計を廃止することを示します。

公営企業の廃止に要する経費に係る三セク債の発

行可能額は、地方債に関する省令（平成１８年総務省

令第５４号。以下「省令」という。）附則第２条の３各

号に規定する経費の額の合算額から当該公営企業の

資産の処分による収入をもって充てることができる

と見込まれる額を控除した額です。

②土地開発公社が行う業務の一部の廃止とは、当

該公社の定款の変更により明らかにされるもので、

原則として、土地の再取得又は売却等の処分により、

当該業務に係る借入金が確実に返済されると見込ま

れるもの以外のすべての業務を廃止することを示し

ます。

土地開発公社の解散又は業務の一部の廃止に要す

る経費に係る三セク債の発行可能額は、省令附則第

２条の５各号に規定する経費の額の合算額から当該

公社の解散又は業務の一部廃止の際に公社の資産の

処分による収入をもって充てることができると見込

まれる額を控除した額です。

③損失補償を行っている法人等の解散又は事業の

再生については、地方公共団体が締結している損失

補償に係る契約に基づき負担する必要がある額が対

象となります。

ただし、地方公共団体が、平成２１年度以降に損失

補償を行っている法人等の損失補償の額を増額し、

又は貸付金の増額を行った場合には、当該増額され
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た部分については、原則として、三セク債の発行は

認められません。

三セク債発行にあたっては、都道府県及び政令指

定都市は総務大臣の、市町村は都道府県知事の許可

が必要です。（第２項）

また、償還期限については、対象となる事業の性

質、三セク債を発行することによる当該地方公共団

体の財政の健全化の効果、将来の見通し及び財政規

模等を総合的に勘案して必要な最小限の期間とする

こととし、１０年以内を基本としますが、必要に応じ

１０年を超える償還年限を設定することができるもの

とされています。

資金は、原則民間等資金（市場公募資金及び銀行

等引受資金）とされ、充当率は原則１００％となって

いますが、据置期間については合理的な理由がない

場合は据置期間を設けないこととなっているところ

です。

３．三セク債の活用について

第三セクター等の抜本的改革に取り組むにあたっ

ては、それぞれ以下のような課題が考えられます。

（１）公営企業

公営企業は、一般会計との適切な負担区分を前

提としつつ、独立採算制を原則として経営されて

います。しかしながら、たとえ公営企業が区分さ

れているといっても、あくまでも地方公共団体の

一部であり、公営企業が抱える債務も地方公共団

体の債務の一部であることに違いはありません。

こうした公営企業のうち、経営状況が思わしく

なく、今後も改善の見込みが少ない状態に置かれ

ているものについては、将来的に長期に渡り地方

公共団体の財政に負担を強いる恐れがあり、存廃

を含めた抜本的な改革を行う必要があるものもあ

ります。

このような問題を有する公営企業については、

事業の廃止や地方独立法人への移行などの改革方

策が考えられますが、いずれの場合であっても、

特別会計を廃止するにあたって多額の解消すべき

負債が生じる可能性があり、その処理が財政的課

題として生じることになります。

（２）土地開発公社

土地開発公社の経営健全化対策については、こ

れまで国において平成１２年度及び平成１６年度の二

度にわたり策定され、同対策に基づき公社経営健

全化団体として指定を受けた団体は、土地開発公

社経営健全化計画（以下「健全化計画」という。）

に基づき保有量を削減する取組を行ってきたとこ

ろです。

第二次土地開発公社経営健全化対策に基づく指

定を受けた団体数は、大阪府内（大阪市・堺市除

く。以下同じ）で既に計画を達成した団体を含め

て２４団体に上ります。

これらの団体は、健全化計画に基づき、平成１７

年度から１９年度の３年間で債務保証等対象土地の

保有量を約４６０億円削減するなど、一定の成果を挙

げてきたところです。

健全化計画に基づいて行われる取組に対しては、

供用済土地の再取得や有効利用を目的とした土地

の取得に係る地方債措置が講じられているところ

ですが、この措置は健全化計画に基づいた取組を

行っている間に限られており、同計画期間の終了

後は、このような措置なしで健全化を進めなけれ

ばなりません。また、処分に長期間を要する土地

を多く保有する公社については、地方公共団体の

財政にも長期にわたって影響を及ぼすことになり

ます。

さらに、地方公共団体が公社の借入金に対して

債務保証を行っている場合は、公社の解散等によ

って一時的に多額の財政負担が生じる可能性があ

ります。

（３）第三セクター

第三セクターについては、平成１１年に自治省が

定めた「第三セクターに関する指針」において、

累積赤字等で経営が苦しい第三セクターについて、

地方公共団体は運営改善や統廃合等に積極的に取

り組むことが求められました。

その後、平成１５年に指針の一部改正が行われ、
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平成２０年には総務省により第三セクター等の改革

についてのガイドラインが策定されました。

この間、指定管理者制度の導入や公益法人制度

改革等、第三セクターをとりまく状況が変化して

いく一方、経営が著しく悪化した第三セクターに

ついては、存廃も含めた抜本的な経営改善策が求

められるようになりました。

しかし、第三セクターの資金調達にあたり損失

補償を行った地方公共団体にとっては、第三セク

ターを清算する場合、損失補償によって一時的に

生じる多額の財政負担への対応が困難であること

から、抜本的な対策を先延ばしにせざるを得ない

状況に陥ることが考えられます。

これらの課題については、三セク債を活用するこ

とにより、一定の対策が可能となると考えられます。

一方で、三セク債の起債の許可の申請にあたって

は、起債に係る予算案とは別に、三セク債を発行す

ることについてあらかじめ議会の議決が必要である

と地財法で定められています（第３項）。これは、地

方公共団体に対して、第三セクター等の抜本的改革

にあたって、それらが実施している事業の意義、採

算性、事業手法の選択等を可能な限り広範かつ客観

的に検討し、現状に至った経緯及びその責任を明ら

かにすると共に、処理方針が最善のものであること

について議会・住民に対し説明していくことが求め

られているからです。（「第三セクター、地方公社及

び公営企業の抜本的改革の推進に関する報告書」平

成２０年１２月５日債務調整等に関する調査研究会を参

照）

第三セクター等の抜本的改革を推進する地方公共

団体においては、すでにこれらの取組を進めている

団体もあるかと思いますが、初めから三セク債の活

用ありきではなく、その活用を決めるに至った経緯

及びその理由、財政健全化の効果、健全化法の指標

の将来見通しなどについて、広く情報を公開し、議

会・住民の理解を得ることが重要です。

４．最後に

府内市町村では、公営企業・第三セクターにおい

て、経営の深刻化しているものや事業の存続が困難

と思われるものが存在します。

また、土地開発公社においては、第二次健全化計

画終了後も、相当数の長期保有地を抱える見込みで

す。

健全化法の施行により、健全化判断比率・資金不

足比率が毎年公表されるようになったことから、経

営の厳しい第三セクター等を抱える地方公共団体は、

その実態がより明確に開示されるようになりました。

三セク債の発行は、地方公共団体に第三セクター

等の集中的な抜本的改革を促すため、平成２５年度ま

での５年間の時限措置となっています。

第三セクター等に課題を抱える市町村は、三セク

債の活用による将来の財政負担への対応策にも留意

しつつ、この機会に第三セクター等の抜本的改革に

取り組むことが必要です。

（大阪府総務部市町村課財政グループ）
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